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平成 30年 9月 1日                                    

         株式会社メモリード・ライフ 

 

災害救助法が適用された地域のご契約者さまへ 

 

 このたびの災害により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。 

弊社では、このたびの災害救助法を適用された地域で災害により被害を受けられた皆さまのご契

約につきまして、お申し出により下記の特別措置を実施いたしますので、お知らせいたします。 

一日も早い復旧と皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。 

 

記 
 

1. 保険料払込猶予期間の延長について 

 このたびの被害により、保険料のお払込みが一時的に困難なお客さまへは、お申し出いただ

くことにより、保険料のお払込みを猶予する期間を最大６ヶ月間まで延長いたします。 

 

2. 保険金の簡易・迅速なお支払いについて 

 保険金等ご請求の際にお申し出いただくことで、必要書類の一部を省略すること等により、

簡易・迅速なお取扱いをいたします。 

 

□災害救助法の適用地域（内閣府発表） 

法適用日 災害救助法適用市町村 備考 

2018年8月31日 

【山形県】 

新庄市（しんじょうし） 

最上郡 最上町 

（もがみぐん もがみまち） 

最上郡 舟形町 

（もがみぐん ふながたまち） 

最上郡 真室川町 

（もがみぐん まむろがわまち） 

最上郡 大蔵村 

（もがみぐん おおくらむら） 

最上郡 鮭川村 

（もがみぐん さけがわむら） 

最上郡 戸沢村 

（もがみぐん とざわむら） 

平成30年8月30日からの大雨による災害

により、多数の者が生命又は身体に危害

を受け、又は受けるおそれが生じており、

継続的に救助を必要としている。 

※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用 

以上           


